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４ 肺がんと診断され、業務体制を調整しながら通院による
治療と仕事の両立を目指す事例 
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（１）事例の概要 
ア 基本情報 

Dさんは、現在は大手の建設会社本社に勤める 40代男性であり、海外プラント建設の事

業計画・施工管理のとりまとめを行う部署に所属している（正社員、課長）。 

週５日勤務であり、1 日当たりの所定労働時間は 8 時～17 時（休憩１時間）の８時間で

ある。Dさんは課長として部下のマネジメントを行う傍ら、いくつかのプロジェクトの責任

者も務めている。国内や海外への出張も多く、長いときは１か月ほど海外に滞在することも

ある。時間外労働は通常月 20 時間程度であるが、繁忙時には月 60 時間を超えることもあ

る。 

本社に専属産業医が１名おり、日頃の健康管理や面談を行っている。 

 

イ 両立支援を行うに至った経緯 
Dさんが肺がん検診を受けたところ、進行がん（肋骨転移あり）が見つかった。主治医か

らは、今後の治療計画として、放射線治療（数回の通院）のあと、抗がん剤治療（初回は 10

日前後入院。その後通院しながら治療）を行うことが提案された。 

Dさんは、１年後に立ち上げ予定の海外プラント建設の大型プロジェクトの管理を任され

ており、仕事が継続できるかどうかが気がかりであった。そこで主治医に仕事への影響につ

いて尋ねたところ、主治医からは、提案された治療法は多くの方が仕事を辞めず通院で治療

を受けていること、治療がうまくいけば１年後も引き続き仕事ができる可能性があることに

ついて説明があった。Dさんは仕事を続けたいと思う一方、プロジェクトの管理を担う立場

を継続すべきかどうか分からなかったため、所属部長に相談することとした。 

相談を受けた部長は、Dさんは信頼の厚い社員であり、担当しているプロジェクトも重要

なタイミングであることから、治療に支障がなければ担当を継続してほしいと考えているも

のの、長期的な視点から、業務調整や引き継ぎの要否も検討する必要があるかもしれないと
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考えた。そこで、Dさん、部長、人事部、産業医とで話し合った結果、現在の仕事を続けな

がら治療を受けられるよう業務調整も視野に入れ、両立支援に必要な情報を収集することと

した。 

 

（２）様式例の記載例 
ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 

Dさんと部長、人事部、産業医とで今後の働き方について話し合った結果、放射線治療は

有給休暇を利用して受けることとし、その後の抗がん剤治療に備え、入院や通院の時間の確

保と仕事の両立が可能かどうかを検討することとした。 

検討にあたって、治療の状況や体調に応じた業務遂行上の留意事項、治療はどの程度続く

のか等について確認する必要があると考え、勤務情報提供書を通じて主治医に意見を求める

こととした。 

 

イ 主治医意見書 【医師において作成】 
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、D さんに通勤や仕事の内容、

就労を継続する上で悩んでいることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載された質

問内容を中心に、主治医意見書を作成した。 

入院や通院への配慮が得られるよう、通院等のスケジュールや治療に要する時間も可能な

限り具体的に記載した。また、仕事の状況に応じて、ある程度通院日の調整が可能であるこ

とも明記した。 

 

ウ 両立支援プラン 【事業者において作成】 
主治医意見書を踏まえ、再度 Dさんと部長、人事部、産業医とで話し合った結果、抗がん

剤治療に関しては、初回の治療が入院を伴うことから、治療経過や体調をみるため、しばら

く休職して治療を受けることとした。入院までしばらく時間があるため、本人の同意のもと、

プロジェクトメンバーに事情を話し、引き継ぎ等を行うこととした。治療が進み、安定して

仕事ができる見通しが得られた段階で、一時的な在宅勤務制度の活用も視野に入れながら復

職を検討することとした。なお、独力で安全に通勤ができること、所定労働時間の業務がで

きる限りにおいては治療と仕事の両立を行うこととし、治療経過や体調によっては、海外の

大型プロジェクトの責任者から外れ、社内での国内プロジェクト管理業務に変更する可能性

がある点も、Dさん本人との話合いで確認した。 
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（３）その他留意事項 
治療と仕事の両立支援にあたっては、あらかじめ、職務上最低限必要となる要件（独力で

安全に通勤できる等）を労働者本人とともに確認しておくことが望ましい。病状の進行が見

込まれる場合であっても、適時両立支援プランを見直しながら支援することが望ましい。 

治療と仕事の両立が困難であると考えられる場合には、主治医や産業医等の意見を求め、

就業継続の可否について慎重に判断するとともに、労働者との十分な話合いを通じて、本人

の了解が得られるよう努めることが重要である。 
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勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例 
 

 

  

・作業負荷を伝えるため、具体的な仕事内容や時間外

労働の程度、海外出張があること等を記載 

・労働者本人と話し合い、現時点で想定している働き

方について記載し、事業者や労働者が悩んでいるこ

と、主治医に相談したいこと等、特に主治医の意見

がほしい点について明記 

・業務調整のために、治療の今後の見通しについて質

問 

・必要に応じて傷病休暇・病気休暇、時差出勤制度、

在宅勤務の利用が可能であることを確認し、チェッ

ク 

・情報の提供・活用目的の明記が必要 

・通院や体調不良時などのために、年次有給休暇の利

用可能日数を記載 

・記載されている働き方について、問題がないか確認 

・特に意見を求められている点について確認 

・出張を避けるなど、仕事内容の調整が可能との記載が

あることから、調整可能な範囲内で就業の継続が可能

かどうか、労働者とも話し合って検討 

・休業可能期間や有給休暇の残り日数で、通院に対応可

能か確認 

・休みは取りやすいかどうかを確認 

・必要に応じて通院の時間や曜日の調整を検討 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事している

のかを確認 

・残業の程度や海外出張の有無・頻度等について確認 

・署名漏れがないか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者に要望や不安の有無

等について確認 

・労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業者に確

認した上で署名 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当

者、連絡先を明記 

医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント 
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治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例 
 

 

  

  

・事業者にとっては、専門的かつ詳細な医学情報よりも、疾

病や治療に伴う副作用が業務にどのような影響を及ぼすの

か、いつまでその影響が続くのかといった見通しに関する

情報が重要なため、現在の症状や治療の予定を記載 

・現時点で想定される、一般的な副作用を記載 

・通院等への配慮や業務調整の参考となるよう、治療のスケ

ジュールや所要時間を可能な限り具体的に記載 

・ガイドラインで示された情報の取扱いに則り情報を

取り扱う 

・記載内容から、今後の治療スケジュールを確認 

・抗がん剤治療中は定期的な通院が必要であることを

確認 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問

事項に対する回答を記載 

・勤務情報提供書において業務内容の調整は可能との記載が

あったため、副作用等が落ち着いていればデスクワークの

継続は可能であることを明記 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・体調が落ち着いていればデスクワーク中心の仕事を

続けられることを確認 

・初回の抗がん剤治療は入院を要すること、体調が落

ち着いていればデスクワーク中心の仕事を続けられ

るとのことから、体調等の様子をみるため、しばら

くは休職する方向性で検討 

・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措

置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求める

時期の目安になる 

・仕事の状況に応じてある程度通院日の調整が可能である旨

を記載 

・復職の際は、通院時間の確保ができるか、通院のた

めの有給休暇等が足りるかどうか、確認が必要と判

断 

医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント 
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両立支援プランの記載例  
  

   

 

・点滴治療が始まるまでは、放射線治療のための通院

の配慮や、病気休業に備えての引継ぎを予定し、通

院時間確保のため出張を禁止 

・入院による点滴治療終了後、副作用等の症状が落ち

着いていればデスクワークでの就業継続が可能との

主治医意見書を踏まえ、体調等に問題がないかどう

か様子をみるため、退院後に面談を行い、復職可否

を検討することを予定 

・休職のため必要な支援を行うことも明記 

・休職中の連絡について明記 

・現時点で想定している復職面談の時期について明記 

・主治医、産業医の意見を勘案し、労働者本人との話

合いも踏まえ、両立支援プランを作成 

・今後治療が継続することから、判明している治療予

定を明記し、部長、人事部、産業医において共有 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが

分かるよう、署名 

事業者が作成する際のポイント 


